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平成２９年川俣町議会第４回定例会会議録  

 

  平成２９年川俣町議会第４回定例会は、６月７日川俣町役場議場に招集された。  

 

１．出席議員は、次のとおりである。  

  １番 高 橋 清 美 君    ２番 村 上 源 吉 君    ３番 菅 野 清 一 君 

  ４番 斎 藤 博 美 君    ５番 菅野意美子君    ６番 新 関 善 三 君 

  ７番 黒 沢 敏 雄 君    ８番 佐藤喜三郎君    ９番 石 河  清 君 

 １０番 遠 藤 宗 弘 君   １１番 高橋真一郎君   １２番 高 橋 道 也 君 

 

２．欠席議員は、次のとおりである。  

   なし 

 

３．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者は、次のとおりである。 

     町 長  佐 藤 金 正 君   副 町 長  山 田 清 貴 君 

     会計管理者兼会計室長  高 野 誠 市 君     総 務 課 長  佐 藤 広 一 君 

        企画財政課長  佐 藤 修 一 君     町民税務課長  羽 賀 洋 一 君 

     保健福祉課長  丹 野 雅 直 君   産 業 課 長  寺 島 喜 美 夫 君 

     建設水道課長  斎 藤 和 弘 君     原子力災害対策課長  宮 地 勝 志 君 

        教 育 長  佐 久 間 裕 晴 君   教育次長兼学校教育課長  増 賀 喜 芳 君 

        子育て支援課長   佐 藤 真 寿 夫 君     生涯学習課長  山 口  功 君 

     農業委員会会長  鴫 原 秀 雄 君   代表監査委員   佐 藤 嘉 一 君 

     総務課長補佐  佐 藤 義 則 君 

 

４．職務のため出席した者は、次のとおりである。  

     議会事務局長  大 内  彰   書    記  大 内  剛 

                       書    記  菅 野 春 華 

 

５．会議事件は、次のとおりである。  

   会議録署名議員の指名 

   請願の審査結果報告 

 議案第４８号 川俣町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関す 

        る条例（質疑・討論・採決） 

 議案第４９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一 

        部を改正する条例（質疑・討論・採決） 

 議案第５０号 川俣町消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例 

（質疑・討論・採決） 

 議案第５１号 川俣町税条例の一部を改正する条例（質疑・討論・採決） 
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 議案第５２号 川俣町税特別措置条例の一部を改正する条例（質疑・討論・採決） 

 議案第５３号 川俣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

（質疑・討論・採決） 

 議案第５４号 川俣町立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例 

（質疑・討論・採決） 

 議案第５５号 川俣町役場山木屋出張所設置条例を廃止する条例 

（質疑・討論・採決） 

 議案第５６号 町道路線の認定について（質疑・討論・採決） 

 議案第５７号 平成２９年度川俣町一般会計補正予算（第２号） 

（質疑・討論・採決） 

 議案第５８号 平成２９年度川俣町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

（質疑・討論・採決） 

（追加日程） 

 議報告第５号 議員研修会の報告について 

   所管事務調査について 

   議員の派遣について 

   閉会中の継続調査申出書について 
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◎開議の宣告 

○議長（高橋道也君） ただいまの出席議員は、１２人です。定足数に達しておりますの

で、これから本日の会議を開きます。            （午後３時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 日程第１，会議録署名議員の指名を行います。 

   会議規則第１２５条の規定により、議長において、９番議員 石河清君、１０番議

員 遠藤宗弘君を指名いたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） ここで総務課長から発言を求められておりますので、これを許可

します。 

   総務課長。 

○総務課長（佐藤広一君） ６月２日の高橋清美議員の一般質問に対する答弁の中で、

「質問事項にはございませんが」と答弁しましたが、その「質問事項にございません

が」の部分について発言の取り消しをお願いする次第であります。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（高橋道也君） ただいま総務課長から６月２日高橋清美議員の一般質問に対する

答弁の中で、「質問事項にございませんが」の部分の発言を取り消ししたいとの申し

出がありました 

   お諮りいたします。 

   これを許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   したがって、総務課長からの発言の取り消しの申し出を許可することに決定いたし

ました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 日程第２，請願の審査結果について委員長の報告を求めます。 

   総務産業常任委員長、報告願います。 

総務産業常任委員長。 

○総務産業常任委員長（菅野清一君） 請願の審査結果について報告いたします。 

   本委員会に付託された請願は、６月５日審査の結果、次のとおり決定したので、川

俣町議会会議規則第９４条第１項の規定により報告する。 

記 

番号 件  名 審査結果 意見 

２ 
飯坂八反田、古中道地区消火栓、防火水槽設置 

についての請願書 
採択 

 

３ 
山木屋字世戸四山地内法定外道路の町道認定及 

び舗装に関する請願書 
採択 
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   以上、報告いたします。 

○議長（高橋道也君） 請願第２号、飯坂八反田、古中道地区消火栓、防火水槽設置につ

いての請願書を採決いたします。 

   本案について、総務産業委員長の報告は採択です。 

   本案について、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   よって、請願第２号は、委員長報告のとおり採択することに決定いたしました。  

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 請願第３号、山木屋字世戸四山地内法定外道路の町道認定及び舗

装に関する請願書を採決いたします。 

   本案について、総務産業常任委員長の報告は採択です。 

   本案について、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   よって、請願第３号は、委員長報告のとおり採択とすることに決定いたしました。  

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 日程第３，議案第４８号「川俣町農業委員会の委員及び農地利用

最適化推進委員の定数に関する条例」を議題といたします。  

   これから本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第４８号を採決いたします。  

   本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   よって、本案は原案のとおり可決されました。  

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 日程第４，議案第４９号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

   これから本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

○議長（高橋道也君） １０番 遠藤宗弘君。 

○１０番（遠藤宗弘君） この条例の改正は、特別職、農業委員とあと農地利用最適化推

進委員の報酬を定めることになってるわけですが、で、農業委員については、町長が

推選して、議会の議決が必要とするんですね。で、この農地利用最適化推進委員って
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いうのは、農業委員会が推選をして決める制度ですよ。中身としては、農業委員につ

いては、議決権も何も持ってるわけですが、農地利用最適化委員については、議決権

もなければ、例えば農業委員会の会議の定足数にも入らないわけですね。 

   そういう委員が、報酬は全く同じだということは、どういう議論の中で決められた

のか。一般には、この特別職の報酬審議会やなんかに諮れば、役職やなんかの関係で、

議決権を持ってる人も持ってない人も同じだなんていうことは、川俣の報酬の中では、

いまだかつて考えられないことなんですよね。こういう特異な報酬制度は、どのよう

な考えのもとに提案なさったのか。その辺のことについて、詳細についてお尋ねした

いと思います。  

○議長（高橋道也君） 産業課長。  

（発言する者あり）  

○議長（高橋道也君） 総務課長。  

○総務課長（佐藤広一君） 質問にお答え申し上げたいと思います。  

   まず、報酬審議会、報酬等審議会の関係でありますが、報酬審議会にかける案件に

ついては、議員もおわかりのとおり、議会議員の報酬、あと町長、副町長、教育長の

給与の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を

聞くということになっております。  

   今回ご指摘の農業委員と最適化推進委員の関係については、この審議会には付する

ことはしなかったというところでございます。 

   町のほうで、今回、差をつけないで提案したというのは、やはり仕事の内容も含め

て、権限と責任は、農業委員のほうがありますが、結果的に仕事の量については、最

適化推進委員も同等だということで、今回同じく同じ額で提案をさせていただいたと

ころでございます。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋道也君） 遠藤宗弘君。  

○１０番（遠藤宗弘君） あの、仕事の量は同じだというふうに総務課長おっしゃるんで

すがね、採決権を持ってる人と持ってない人が同じ仕事だっていうことはあり得ない

わけでしょう。その辺の区分は、どういうふうにご議論なさったんですか。 

   片一方は、農業委員っていうのは採決権があるわけですよ。川俣町の農業について

の決議権を持ってる人ですよ、農業委員っていうのは。推進委員っていうのは、それ

を持ってない人ですよ。その辺のことが、全く仕事が同じだからっておっしゃるんだ

ったらば、じゃ、ほだったら、ほんな、こんな条例の出し方はやめてくださいよ。農

業最適化推進委員にも議決権を与えたらいいでしょう。そしたら、同じだっていうこ

とを私も了解しますよ。  

   こんな、全く言葉尻やなんかでごまかそうとしたって、重要な問題でしょう、今、

この民主主義社会の中で採決権を持ってるか持ってないかっていうのは。それは最も

大切な課題ですよ。それをただ田んぼみんな同じだからなんかいう形で評価されるっ

ていうことでは、農業委員という役割を軽視してることになっちゃいますよ。それは、
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そんな抽象的な問題で処理されたんでは困るから、私は尋ねているんですから、明確

に答えてください。  

○議長（高橋道也君） 総務課長。  

○総務課長（佐藤広一君） お答え申し上げたいと思います。  

   今、議員ご指摘のとおり、農業委員については、権限と責任がございます。ですが、

実際に最適化推進委員も総会には参加しますし、農業委員の議決に当たっては、最適

化推進委員の意見を聞きながら、農業委員の方も採決に入るというようなことになり

ますので、そこは同じ金額に今回させていただいたところでございます。  

   以上、答弁とさせていただきます。（発言する者あり） 

○議長（高橋道也君） 総務課長。  

○総務課長（佐藤広一君） 今、採決に入るとは私言ってなくて、意見を、最適化推進委

員の意見を聞きながら、農業委員は採決を交渉するというようなことになりますので、

その最適化推進委員の役割も十分重要な位置にあるということで答弁したところでご

ざいます。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋道也君） 質疑ございませんか。  

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第４９号を採決いたします。  

   本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   よって、本案は原案のとおり可決されました。  

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 日程第５，議案第５０号「川俣町消防団設置等に関する条例の一

部を改正する条例」を議題といたします。  

   これから本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第５０号を採決いたします。  

   本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   よって、本案は原案のとおり可決されました。  

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 日程第６，議案第５１号「川俣町税条例の一部を改正する条例」

を議題といたします。  

   これから本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第５１号を採決いたします。  

   本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   よって、本案は原案のとおり可決されました。  

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 日程第７，議案第５２号「川俣町税特別措置条例の一部を改正す

る条例」を議題といたします。  

   これから本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第５２号を採決いたします。  

   本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   よって、本案は原案のとおり可決されました。  

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 日程第８，議案第５３号「川俣町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例」を議題といたします。  

   これから本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という声あり） 
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○議長（高橋道也君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第５３号を採決いたします。  

   本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   よって、本案は原案のとおり可決されました。  

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 日程第９，議案第５４号「川俣町立小学校及び中学校条例の一部

を改正する条例」を議題といたします。  

   これから本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第５４号を採決いたします。  

   本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   よって、本案は原案のとおり可決されました。  

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 日程第１０，議案第５５号「川俣町役場山木屋出張所設置条例を

廃止する条例」を議題といたします。  

   これから本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第５５号を採決いたします。  

   本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   よって、本案は原案のとおり可決されました。  

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 日程第１１，議案第５６号「町道路線の認定について」を議題と

いたします。  

   これから本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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（「質疑なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第５６号を採決いたします。  

   本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   よって、本案は原案のとおり可決されました。  

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 日程第１２，議案第５７号「平成２９年度川俣町一般会計補正予

算（第２号）」を議題といたします。  

   これから本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

○議長（高橋道也君） １番 高橋清美君。 

○１番（高橋清美君） １番 高橋です。 

   １５ページの新中町復興公営住宅集会所建設測量調査等業務委託料でありますが、

この集会所はどこの場所につくるのか。あと大きさと、いつごろまで建設するのかお

願いをしたいと思います。 

   あとは、１７ページ、井戸掘削工事費でありますが、今回５か所というふうなこと

を聞いておりますが、今後、山木屋の方が帰還するので、井戸を掘削してほしいとい

った場合には、また追加をするのか。で、こういうものはいつまで認めるのか、お願

いしたいと思います。 

   あとは、２７ページ、消防施設整備事業費の屯所整備工事費でありますが、補正１

号で２ ,９００万ほど計上しておりますが、今回また４８６万１ ,０００円という計上

をしておりますが、これについては、１か月で何か変わったのか。この追加について

は一切説明がございませんので、その説明をお願いしたいと思います。  

   以上です。  

○議長（高橋道也君） 総務課長。  

○総務課長（佐藤広一君） ２７ページの消防施設整備事業費の関係で、４８０万、今回

補正増にしてるというようなご指摘でございます。  

   これはですね、東福沢消防コミュニティセンターの関係で、地質調査の結果、鋼管

ぐいを６５本打つようになったことと、あと、舗装工事を見てませんでしたので、今

回舗装工事の追加ということで、増額補正をさせていただいてるところでございます。  

   以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋道也君） 企画財政課長。  

○企画財政課長（佐藤修一君） １５ページ、新中町復興公営住宅の建設予定の場所でご

ざいますが、元精練のありました場所、第２貯水池、そちらのほうを解体撤去いたし
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まして、建設するという予定でございます。 

   この建設につきましては、２９年度及び３０年度というふうなことで計画しており

ます。計画面積等につきましては、今のところ、これから設計でございますが、１２

０平米程度を想定しておるところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（高橋道也君） 原子力災害対策課長。  

○原子力災害対策課長（宮地勝志君） 井戸掘削の関係でお答えをいたします。  

   まず、追加でございますが、ご相談があればですね、今後検討をさせていただきま

す。  

   そして、あと、いつまで認められるかということでございますが、こちらのほうは

加速化交付金が続く限り、追加については可能かと考えます。  

   以上でございます。  

○議長（高橋道也君） 高橋清美君。 

○１番（高橋清美君） 消防屯所でありますが、そうしますと、１号補正のときは、６５

本のくいがわかんなかったと。あと、舗装についても全然わかんなかったんですか。

それとも、最初から上げなくて、今回気がついて上げたのかどうかお伺いいたします。 

○議長（高橋道也君） 総務課長。  

○総務課長（佐藤広一君） くいの話はですね、地質調査をやった結果必要になったとい

うことで、今回追加を、当初には見てなかったんで、追加をさせていただいておりま

す。  

   あと、舗装工事については、敷地面積４５３平米全てを舗装するというようなこと

にしましたので、１９２万２ ,０００円補正増をさせていただいてるところでござい

ます。  

○議長（高橋道也君） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第５７号を採決いたします。  

   本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   よって、本案は原案のとおり可決されました。  

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 日程第１３，議案第５８号「平成２９年度川俣町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。  

   これから本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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（「質疑なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第５８号を採決いたします。  

   本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   よって、本案は原案のとおり可決されました。  

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） ここで休議いたします。３５分まで休議いたします。 

                               （午後３時２４分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 再開いたします。            （午後３時３５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） ここで、議事日程の追加についてお諮りいたします。 

   議報告１件、その他３件を本日の日程に追加し、議題にしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   したがいまして、議報告１件、その他３件を本日の日程に追加することに決定いた

しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 追加日程第１，議報告第５号「議員研修会の報告について」、報

告を受けます。 

   議会事務局長。 

○議会事務局長（大内 彰君） 別紙報告書を朗読した。 

○議長（高橋道也君） 初めに、広報編集常任委員長より報告願います。 

  １１番 高橋真一郎君。 

○広報編集常任委員長（高橋真一郎君） 平成２９年度町村議会広報研修会 

   このことについて、下記のとおり広報研修会に出席したので報告する。 

   平成２９年６月７日 

                    広報編集常任委員会委員長 高橋真一郎 

記 

   １ 目的   議会広報の編集、作成の研修 

   ２ 場所   郡山市ビッグパレットふくしま 

   ３ 日時   平成２９年５月２２日（月） 
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   ４ 出席者  議員    ６名 

          議会事務局 １名 

   ５ 研修会の内容 

   以下、記載のとおりであります。 

○議長（高橋道也君） 次に、私から報告いたします。なお、この場からの報告をお許し

願います。 

平成２９年度東京電力福島第一原子力発電所等現地視察 

   このことについて、下記のとおり現地視察を行ったので報告する。 

   平成２９年６月７日 

                          川俣町議会議長 高橋道也 

記 

   １ 目的   原発事故の状況等を確認するため 

   ２ 場所   原発立地町 東京電力福島第一原子力発電所ほか 

   ３ 日時   平成２９年５月９日（火） 

   ４ 出席者  議員    ９名 

          町     ４名 

          議会事務局 ２名 

   視察の内容については、記載のとおりであります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 追加日程第２，「所管事務調査について」。 

   議会事務局長。 

○議会事務局長（大内 彰君） 別紙通知書を朗読した。 

○議長（高橋道也君） ただいま朗読のとおり、総務産業常任委員長、厚生文教常任委員

長から所管事務調査を実施したい旨の通知がありました。 

   お諮りいたします。 

   ただいま通知のとおり実施することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   よって、所管事務調査については、ただいま通知のとおり実施されるよう決定いた

しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 追加日程第３，「議員の派遣について」。 

   議会事務局長。 

○議会事務局長（大内 彰君） 別紙報告書を朗読した。 

○議長（高橋道也君） お諮りいたします。 

   ただいま朗読のとおり、参加することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。 
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   よって、朗読のとおり、参加することに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（高橋道也君） 追加日程第４，「閉会中の継続調査申出書について」を議題とい

たします。 

   議会事務局長。 

○議会事務局長（大内 彰君） 別紙申出書を朗読した。 

○議長（高橋道也君） 総務産業、厚生文教、予算、決算及び広報編集の各常任委員長、

並びに議会運営委員長から、各常任委員会等において所管事務、または所掌事務の調

査について、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、

閉会中継続調査の申し出がありました。 

   お諮りします。 

   各常任委員長等からの申し出のとおり、閉会中継続調査をすることにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（高橋道也君） 異議なしと認めます。  

   したがって、各常任委員長等からの申し出のとおり、閉会中調査をすることに決定

いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

◎閉議及び閉会の宣告 

○議長（高橋道也君） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

   これで、本定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。 

   会期７日間にわたり慎重に審議いただき、まことにありがとうございました。心か

ら御礼を申し上げます。 

   これをもちまして、平成２９年第４回川俣町議会定例会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。                   （午後３時４７分） 
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本定例会で決定した事件は、次のとおりである。 

 議報告第４号 例月出納検査の結果報告について 

 報告第 ３号 寄附採納報告 

 報告第 ４号 町が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出につ 

        いて 

 報告第 ５号 平成２８年度川俣町継続費精算の報告について（一般会計） 

 報告第 ６号 平成２８年度川俣町繰越明許費繰越しの報告について（一般会計） 

 報告第 ７号 平成２８年度川俣町事故繰越しの報告について（一般会計） 

 議案第４７号 工事請負契約の締結について 

 議案第４８号 川俣町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関す 

        る条例 

 議案第４９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一 

        部を改正する条例 

 議案第５０号 川俣町消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 議案第５１号 川俣町税条例の一部を改正する条例 

 議案第５２号 川俣町税特別措置条例の一部を改正する条例 

 議案第５３号 川俣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 議案第５４号 川俣町立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例 

 議案第５５号 川俣町役場山木屋出張所設置条例を廃止する条例 

 議案第５６号 町道路線の認定について 

 議案第５７号 平成２９年度川俣町一般会計補正予算（第２号） 

 議案第５８号 平成２９年度川俣町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

（追加日程） 

 議報告第５号 議員研修会の報告について 

   所管事務調査について 

   議員の派遣について 

   閉会中の継続調査申出書について
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   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。  
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